
１５サービス利用料金 

（１）〔長期入所〕介護保険基準サービス費用 

利用料金（従来型個室）(多床室) 

基本サービス費 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

介護老人福祉施設サービス費(Ⅰ) （Ⅱ） 589 円 659 円 732 円 802 円 871 円 

 

加 算 費 目 金額 加 算 費 目 の 説 明 

日常生活継続支援加算 36 円 

入所者に占める要介護４と５の方と、介護が必要な認知症の方の割合に応

じて、介護福祉士資格を持つ介護職員を手厚く配置し、質の高い介護サービス

を提供していることによる加算料金です。 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 13 円 
朝食、夕食時間帯を含む夜勤時間帯の勤務職員を、基準より多く配置してい

ることによる加算料金です。 

看護体制加算（Ⅰ）ロ 4 円 看護職員を基準より多く配置し、病院等の看護職員との連携により 24 時間

の連絡体制を確保していることによる加算料金です。 看護体制加算（Ⅱ）ロ 8 円 

配置医師緊急時対応加算 

時間外 

325 円/回 
配置医師が施設の求めに応じ、 

時間外(午前 8:00～午前 8:30／午後 17:30～午後 18:00、水曜日と土曜日は

午後 12:00～午後 18:00、日曜日は午前 8:00～午後 18:00) 

早朝(午前 6:00～午前 8:00) 

夜間(午後 6:00～午後 10:00)又は深夜(午後 10:00～午前 6:00)に施設を訪問

し入所者の診療を行ったことによる加算料金です。 

早朝・夜間 

650 円/回 

深夜 

1300 円/回 

科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 
1 月あたり 

50 円 

科学的介護情報システム(LIFE)を活用し、入所者ごとの ADL、栄養状態、

口腔機能、認知症、その他の心身の状況や疾病等の情報を、厚生労働省に提出

し、介護サービスの質の向上を図ることによる加算料金です。 

排せつ支援加算（Ⅰ） 
1 月あたり 

10 円 

排泄に介護を要する入所者の要介護状態の軽減の見込みについて、関連職

種が入所時等及び 6 月に 1 回、評価を行うとともに、支援計画を策定し、さ

らに 3 月に 1 回、支援計画の見直しを行うことによる加算料金です。 

排せつ支援加算（Ⅱ） 
1 月あたり 

15 円 

排せつ支援加算（Ⅰ）の対応により、施設入所時等と比較して、排尿・排便

の状態が少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又は、

おむつ使用ありから使用なしに改善が図られたことによる加算料金です。 

排せつ支援加算（Ⅲ） 
1 月あたり 

20 円 

排せつ支援加算（Ⅰ）の対応により、施設入所時等と比較して、排尿・排便

の状態が少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がなく、かつ、お

むつ使用ありから使用なしに改善が図られたことによる加算料金です。 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 
1 月あたり 

3 円 

褥瘡の発生リスクについて、施設入所時及び 3 月に 1 回、評価を行うとと

もに、「LIFE」を活用し、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた入所者に対

し、関連職種が褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施し、さらに 3 月に 1

回、計画の見直しを行うことによる加算料金です。 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 
1 月あたり 

13 円 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の対応により、褥瘡が発生するリスクがあると

された入所者について、褥瘡の発生がないことによる加算料金です。 

栄養マネジメント強化加算 11 円 

管理栄養士を配置し、低栄養状態のリスクが高い入所者に対して、関連職種

が栄養ケア計画を作成し、食事の観察を週 3 回以上行い、入所者ごとの栄養

状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施していくことによる加算料金で

す。 

初期加算 30 円 

新規入所者の方や、病院や診療所等に３０日以上入院した後に再入所され

た方に対して、入所の日から３０日間に限り加算料金をいただきます。施設で

の生活に慣れるための様々な取組みに対する加算料金です。 

安全管理体制加算 
入所時 

20 円 

事故の発生又は再発を防止するための指針を策定し、事故が発生した場合

等における報告と、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整

備します。また、事故発生防止のための委員会及び職員に対する定期的に研修



を実施していきます。 

外泊時加算 246 円/日 
利用者が６日以内の入院又は外泊をされた場合に、サービス料金に代えて、

月に６日間いただく加算料金です。 

療養食加算 6 円/回 

疾病治療の為、医師が発行する食事箋に基づく療養食を提供した際の加算

料金です。加算対象となる食事は下記のとおりです。 

糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食を除く。）貧血食、 

膵臓病食脂質異常症食、通風食、特別な場合の検査食 

経口移行加算 28 円 

経管栄養から、経口摂取の食事に移行しようとする場合に１８０日間いた

だく加算料金です。 

ただし、この期間を経過しても、医師から指示があった入所者については、

２週間ごとに見直しを行いながら、引続き加算料金をいただきます。 

経口維持加算（Ⅰ） 
1 月あたり 

400 円 

経口摂取をしているものの、摂食機能障害があり、「誤嚥が認められる入所

者」に対し、医師の指示に基づき、嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成

し、その管理を行うことによる加算料金です。 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 
1 月あたり 

10 円 

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点

から、介護ロボットやＩＣＴ等のテクノロジーの導入後の継続的

なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器

等のテクノロジーを 1 つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの

内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごと

に、業務改善の取り組みによる効果を示すデータを提供すること

でいただける新たな加算料金です。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
ｻｰﾋﾞｽ費 

×14％ 

介護職員の賃金の改善に要する費用として、基本サービス費と加算に対し

て、14％を加算する料金です。 

※ 介護保険基準サービス費用については、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合(1 割

～3 割)を負担いただくこととなります。上記に記載された基本サービス費/加算費目の金額は 1

割負担の場合の記載となります。介護保険負担割合証に記載されている負担割合が 2 割又は 3 割

の場合には金額が異なります。 

※ 排せつ支援加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)並びに褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、併算不

可となりますので、入所者の状態に応じて、いずれかの加算料金をいただきます。 

（入院期間中の利用料金について） 

○  入院期間中の基本サービス費につきましては、外泊時サービス費として６日間負担していただき

ます。７日目以降の基本サービス費はかかりません。 

・ 食費はかかりません。 

・ 居住費につきましては基準費用額を負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定

を受けている場合には、入院日以降６日目までは補足給付があるため、限度額分を負担していた

だきます。７日目以降につきましては補足給付がないため、基準費用額分を負担していただくこ

ととなります。 

・ 入院前に利用していたベッドを契約者同意のうえで、短期入所者が利用する場合には、その日

数分は居住費の負担はありません。 

○  同済病院への入院日及び同済病院からの退院日につきましては、同一敷地内にある施設のため、

介護保険が適用されません。そのため、入院日及び退院日のサービス利用料金につきましては、１

０割分を負担していただくことになりますが、経済的なご負担も考慮し、基本サービス費と加算料

金を合わせた分の介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合を負担していただきます。

（９割分はみどり荘で負担します。） 

・ 居住費につきましては補足給付がないため、基準費用額分を負担していただきます。 

・ 食費につきましても補足給付がないため、入院日及び退院日に食事が提供されていた場合には、

それぞれ提供された食数分（１食あたり４８２円）を負担していただきます。 

○  他医療機関への入院日及び他医療機関からの退院日のサービス利用料金につきましては、介護保

険が適用になるため、基本サービス費と加算料金を合わせた分の介護保険負担割合証に記載された

利用者負担の割合を負担していただきます。 



・ 居住費につきましては、介護保険限度額認定を受けている場合には、補足給付があるため限度

額分を負担していただきます。 

・ 入院日及び退院日に食事が提供されていた場合には、それぞれ限度額分を負担していただきます。 

（２）〔短期入所〕介護保険基準サービス費用   

個室利用料金（個室）（多床室） 

基本サービス費 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

併設型短期入所生活介護費（Ⅰ）(Ⅱ) 603 円 672 円 745 円 815 円 884 円 

 

費    目 金額 費 目 の 説 明 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ｲ 22 円 
常勤で勤務する介護福祉士の配置人数が 80％以上又は勤続 10 年以上の介護

福祉士が 35％以上配置していることによる加算料金です。 

看護体制加算（Ⅰ） 4 円 
看護職員を基準より多く配置し、病院等の看護職員との連携により 24 時

間の連絡体制を確保していることによる加算料金です。 
看護体制加算（Ⅱ） 8 円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13 円 
朝食、夕食時間帯を含む夜勤時間帯の勤務職員を、基準より多く配置してい

ることによる加算料金です。 

療養食加算 8 円/回  

疾病治療の為、医師が発行する食事箋に基づく療養食を提供した際の加算

料金です。加算対象となる食事は下記のとおりです。 

糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食を除く。）貧血食、 

膵臓病食脂質異常症食、通風食、特別な場合の検査食 

短期入所生活介護送迎加算 184 円 利用者に対して送迎を行う場合にいただく加算料金です。 

生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 
1 月あたり 

10 円 

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点

から、介護ロボットやＩＣＴ等のテクノロジーの導入後の継続的

なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器

等のテクノロジーを 1 つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの

内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごと

に、業務改善の取り組みによる効果を示すデータを提供すること

でいただける新たな加算料金です。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
ｻｰﾋﾞｽ費 

×14％ 

介護職員の賃金の改善に要する費用として、基本サービス費と加算に対し

て、14％を加算する料金です。 

※ 介護保険基準サービス費用については、介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合(1 割

～3 割)を負担いただくこととなります。上記に記載された基本サービス費/加算費目の金額は 1

割負担の場合の記載となります。介護保険負担割合証に記載されている負担割合が 2 割又は 3 割

の場合には金額が異なります。 

（医療機関から短期利用となる場合，または短期利用中に入院となった場合の利用料金について） 

○  同済病院からの利用初日及び同済病院への入院日につきましては、同一敷地内にある施設のため、

介護保険が適用されません。そのため、利用初日及び入院日のサービス利用料金につきましては、

１０割分を負担していただくことになりますが、経済的なご負担も考慮し、基本サービス費と加算

料金を合わせた分の介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合を負担していただきます。

（９割分はみどり荘で負担します。） 

・ 居住費につきましては補足給付がないため、基準費用額分を負担していただきます。 

・ 食費につきましても補足給付がないため、利用初日及び入院日に食事が提供されていた場合に

 



は、それぞれ提供された食数分（１食あたり４８２円）を負担していただきます。 

○  他医療機関からの利用初日及び他医療機関への入院日のサービス利用料金につきましては、介護

保険が適用になるため、基本サービス費と加算料金を合わせた分の介護保険負担割合証に記載され

た利用者負担の割合を負担していただきます。 

・ 居住費につきましては、介護保険限度額認定を受けている場合には、補足給付があるため、限度

額分を負担していただきます。 

・ 利用初日及び入院日に食事が提供されていた場合には、それぞれ限度額分を負担していただき

ます。 

・ 限度額認定を受けていない場合には、居住費につきましては基準費用額分を負担していただき

ます。また、食費につきましては、提供された食数分（１食あたり 482 円）を負担していただき

ます。 

 

（３）〔長期入所・短期入所〕介護保険基準外サービス費用 

① 滞在費 

                                         （１日あたり） 

 基準費用 

第１段階 

老齢福祉年金、生活保護受給者など  

第２段階 

80 万円以下 

第３段階 

80 万円超～266 万円以

下 

第４段階 

266 万円超 

補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 

個 室 1,231 円 851 円 380 円 751 円 480 円 351 円 880 円 0 円 1,231 円 

多床室 915 円 915 円 0 円 485 円 430 円 485 円 430 円 0 円 915 円 

※ 負担段階は、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計に加えて、ご本人と配偶者の資産要件に応じて

限度額が設定され、補足給付が行われます。（申請が必要です） 

② 食 費 

 ○基準額  1,445 円（１日３食） １食あたり 約 482 円 

※ 第１段階、第２段階の自己負担額は１日あたりの負担限度額が定められているためすべて同額とな

ります。 

 (長期入所) 

食事 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 

１食 182 円 300 円 92 円 390 円 0 円 482 円 0 円 482 円 0 円 482 円 

２食 664 円 300 円 574 円 390 円 314 円 650 円 0 円 964 円 0 円 964 円 

３食 
1,145

円 
300 円 

1,055

円 
390 円 795 円 650 円 85 円 

1,360

円 
0 円 

1,445

円 

(短期入所) 

食事 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 補足給付 自己負担 

１食 182 円 300 円 0 円 482 円 0 円 482 円 0 円 482 円 0 円 482 円 

２食 664 円 300 円 364 円 600 円 0 円 964 円 0 円 964 円 0 円 964 円 

３食 
1,145

円 
300 円 845 円 600 円 445 円 

1,000

円 
145 円 

1,300

円 
0 円 

1,445

円 

 

※ 負担段階は、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計に加えて、ご本人と配偶者の資産要件に応じて

限度額が設定され、補足給付が行われます。（申請が必要です） 

 



③ 日常生活費等 

日常生活分類 品目 金額 備考 

理美容代 

（1 回あたり） 

長髪 （顔剃り有） 1,600円 
希望により市内理容店の出張理髪

を提供します。 
丸刈り（顔剃り有） 1,400円 

日用品費 

ボックスティッシュ（1 箱）  約 90円  

ウエットティッシュ（1 箱）  約 210 円  

歯ブラシ（1 本）  約 240 円  

歯磨き粉（1 個）  約 110 円  

ポリデント（48 錠）  約 950 円  

マスク（1 枚）  50 円 
面会や外出時に使用する場合に

限ります。 

  ※仕入れ値や利用者の嗜好によって若干の料金の違いがあります。 

 

私は、本書面に基づいて職員（職名：          氏名：           印）から 

上記の重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

   令和   年   月   日 

 

利  用  者 住 所                                    

 

 

        氏 名                 印 

 

利用者の家族等 住 所                                    

（契 約 者） 

 

        氏 名                 印   （続柄       ） 

 

        電 話        （     ）          

 

        勤務先                   電話     （   ）       

 

 

緊急連絡先① 氏 名            （続柄    ）電話     （   ）       

 

       勤務先                    電話     （   ）       

 

 

緊急連絡先② 氏 名            （続柄    ）電話     （   ）       

 

       勤務先                    電話     （   ）       


